
生産請負積算経費の構成変更について

～R7.3.31

R7.4.1～

間接事業費

１．森林作業道作設経費、架線及び撤去経費を一般材予定数量及びC材予定数量に応じて振り分けることとする。なお、あくまでも固定費を分散するだけであることから予定価格に影響を与えるものではない。

２．直接費を構成している変動費については、生産量に応じて金額が増減するものである。

３．間接費は一般管理費・現場管理費・共通仮設費等の直接事業費に区分されない経費である。
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